
 

 

阿久比町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領  

（目的）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 「 阿 久 比 町 が 行 う 事 務 及 び 事 業 か ら の 暴 力 団 排

除 に 関 す る 合 意 書 」 （ 平 成 ２ ４ 年 ２ 月 １ ４ 日 締 結 。 以 下 「 合 意 書 」

と い う 。 ） に 規 定 す る 阿 久 比 町 が 発 注 す る 建 設 工 事 （ 設 計 ・ 測 量 ・

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 地 質 調 査 ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト 及 び 物 品 の 製

造 ・ 販 売 ・ 買 受 け ・ 役 務 の 提 供 等 （ 法 令 等 に よ り 営 業 の 登 録 を 必 要

と し て い る 設 計 ・ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 地 質 調 査 ・ 補 償 コ ン

サ ル タ ン ト を 除 く 。 ） を 含 む 。 ） の 調 達 契 約 及 び 地 方 自 治 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 公 有 財 産 の

取 得 、 管 理 及 び 処 分 並 び に 不 動 産 等 の 借 受 け 及 び 借 り 受 け た 不 動 産

等の管理等の契約（合意書１ (1)に規定する契約。以下「調達契約等」

と い う 。 ） か ら 暴 力 団 を 排 除 す る 措 置 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め

るものとする。  

（定義）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号に定めるところによる。  

(1) 入 札 参 加 資 格 者 等  一 般 競 争 入 札 及 び 指 名 競 争 入 札 の 参 加 資 格

を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。 

(2) 関係課等  契約執行事務を所管する課等をいう。  

(3) 排除措置  第４条、合意書１ (7)①に規定する排除措置及び合意

書 ５ の 警 察 へ の 被 害 届 の 提 出 を 怠 っ た と 認 め ら れ た こ と に 基 づ き

行う競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、競争

入 札 に よ る 契 約 又 は 随 意 契 約 に お い て 契 約 の 相 手 方 と し な い 措 置

をいう。  

(4) 排除措置業者  排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。 

（報告・照会）  

第 ３ 条  関 係 課 等 の 長 は 、 入 札 参 加 資 格 者 等 が 排 除 措 置 対 象 法 人 等 に

該 当 す る と 疑 う に 足 る 事 実 を 把 握 し た と き は 、 様 式 １ に よ り 町 長 に

報告するものとする。  



 

 

２  前項の規定により報告を受けた町長は、合意書３ (1)に基づき、愛

知県半田警察署長に対し、照会するものとする。  

（排除措置）  

第 ４ 条  町 長 は 、 入 札 参 加 資 格 者 等 が 別 表 左 欄 に 掲 げ る 措 置 要 件 に 掲

げ る 措 置 要 件 に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 当 該 入 札 参 加 資 格 者 等 に

対 し 、 阿 久 比 町 指 名 審 査 会 等 の 決 議 を 経 て 調 達 契 約 等 か ら 同 表 右 欄

に掲げる期間排除措置を行うものとする。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 排 除 措 置 を 行 っ た と き は 、 排 除 措 置

通 知 書 （ 様 式 ２ ） に よ り 、 遅 滞 な く 当 該 排 除 措 置 業 者 に 対 し て 通 知

するものとする。  

３  町 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 排 除 措 置 を 行 っ た と き は 、 当 該 排 除

措 置 業 者 の 住 所 又 は 所 在 地 、 商 号 又 は 名 称 、 排 除 措 置 の 期 間 及 び 理

由を公表するものとする。  

４  町 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 排 除 措 置 を 行 っ た と き は 、 排 除 措 置

通 知 書 （ 様 式 ３ ） に よ り 、 遅 滞 な く 各 課 等 の 長 に 対 し て 通 知 す る も

のとする。  

５  前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 各 課 等 の 長 は 、 そ の 内 容 を 課 員 へ

周知するものとする。  

（一般競争入札からの排除）  

第 ５ 条  町 長 は 、 一 般 競 争 入 札 を 行 う 場 合 に お い て 、 排 除 措 置 業 者 の

入札参加を認めないものとする。  

２  町 長 は 、 入 札 参 加 の 資 格 確 認 を 受 け た 者 が 開 札 日 ま で の 間 に 排 除

措 置 を 受 け た と き は 、 当 該 入 札 へ の 参 加 資 格 確 認 を 取 り 消 す も の と

する。  

３  町 長 は 、 落 札 者 が 落 札 し た 日 か ら 調 達 契 約 等 の 締 結 の 日 ま で の 間

に 排 除 措 置 を 受 け た と き は 、 当 該 落 札 者 と 調 達 契 約 等 を 締 結 し な い

ものとする。  

４  町 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 入 札 参 加 の 資 格 確 認 を 取 り 消 す と き

又 は 前 項 の 規 定 に よ り 調 達 契 約 等 を 締 結 し な い と き は 、 そ の 旨 を 該

当者に通知するものとする。  



 

 

（指名競争入札からの排除）  

第 ６ 条  町 長 は 、 指 名 競 争 入 札 を 行 う 場 合 に お い て 、 排 除 措 置 業 者 を

指名しないものとする。  

２  町 長 は 、 指 名 を 受 け た 者 が 開 札 日 ま で の 間 に 排 除 措 置 を 受 け た と

きは、当該指名を取り消すものとする。  

３  町 長 は 、 落 札 者 が 調 達 契 約 等 の 締 結 の 日 ま で の 間 に 排 除 措 置 を 受

けたときは、当該落札者と調達契約等を締結しないものとする。  

４  町 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 名 を 取 り 消 す と き 又 は 前 項 の 規 定

に よ り 調 達 契 約 等 を 締 結 し な い と き は 、 そ の 旨 を 該 当 者 に 通 知 す る

ものとする。  

（随意契約からの排除）  

第 ７ 条  町 長 は 、 排 除 措 置 業 者 を 随 意 契 約 の 相 手 方 と し な い も の と す

る 。 た だ し 、 町 長 が や む を 得 な い 事 由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の

限りではない。  

（調達契約等の解除）  

第 ８ 条  町 長 は 、 調 達 契 約 等 の 相 手 方 が 排 除 措 置 を 受 け た 場 合 に お い

て 、 当 該 調 達 契 約 等 の 解 除 す る こ と が で き る よ う 措 置 を 講 じ る も の

と す る 。 た だ し 、 別 表 第 ７ 号 に 規 定 す る 町 長 へ の 報 告 又 は 警 察 へ の

被 害 届 の 提 出 を 怠 っ た と 認 め ら れ た こ と に 基 づ き 行 う 排 除 措 置 に つ

いては、この限りではない。  

（排除措置の解除等）  

第 ９ 条  町 長 は 、 排 除 措 置 業 者 か ら 排 除 措 置 解 除 申 出 書 （ 様 式 ４ ） に

よ る 排 除 措 置 解 除 の 申 出 が あ っ た と き は 、 愛 知 県 半 田 警 察 署 長 に 対

し改善の状況を確認するものとする。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 改 善 が 認 め ら れ る と き は 、 阿 久 比 町 指

名 審 査 会 等 の 決 議 を 経 て 、 当 該 排 除 措 置 を 解 除 す る も の と す る 。 な

お 、 改 善 が 認 め ら れ な い と き は 、 当 該 排 除 措 置 を 継 続 す る も の と す

る。  

３  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 排 除 措 置 の 解 除 又 は 継 続 を 行 う と き

は 、 当 該 排 除 措 置 業 者 に 対 し て 、 排 除 措 置 解 除 （ 継 続 ） 通 知 書 （ 様



 

 

式５）を通知するものとする。  

４  町 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 排 除 措 置 の 解 除 を 行 う と き は 、 各

課 等 の 長 に 対 し て 、 排 除 措 置 解 除 通 知 書 （ 様 式 ６ ） に よ り 通 知 す る

ものとする。  

５  前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 各 課 等 の 長 は 、 そ の 内 容 を 課 員 へ

周知するものとする。  

（関係機関との連携）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、 こ の 要 領 の 運 用 に あ た っ て は 、 愛 知 県 半 田 警 察 署

その他の関係機関との密接な連携のもと行うものとする。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  こ の 要 領 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 排 除 措 置 の 適 用 に つ い て は 、

阿 久 比 町 が 行 う 調 達 契 約 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 事 務 取 扱 書 （ 平

成１９年１２月１日施行）の例による。  

   附  則  

 この要領は、平成２５年７月１日から施行する。  



 

 

別表  

措  置  要  件  期    間  

次 の １ か ら ７ の い ず れ か に 該 当 す る も の

で 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 で あ る と 認 め

られるとき。  
１  法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団

関係者（以下「暴力団員等」という。）が

いると認められるとき。  

 

 

 

 

 

２  暴 力 団 員 等 が そ の 法 人 等 の 経 営 又 は 運

営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る

とき。  

３  法人等の役員等又は使用人が、暴力団の

威 力 若 し く は 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等

が 経 営 若 し く は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て

い る 法 人 等 を 利 用 す る な ど し て い る と 認

められるとき。  

４  法人等の役員等又は使用人が、暴力団若

し く は 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営

若 し く は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 法

人等に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど暴力団の維持運営に協力し、

又は関与していると認められるとき。  

５  法人等の役員等又は使用人が、暴力団又

は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き

関係を有していると認められるとき。  

６  法人等の役員等又は使用人が、１から５

の い ず れ か に 該 当 す る 法 人 等 で あ る こ と

を知りながら、これを利用するなどしてい

ると認められるとき。  

７  調達契約等の相手方となる法人等が、暴

力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要

求を受けたにもかかわらず、町への報告又

は 警 察 へ の 被 害 届 の 提 出 を 怠 っ た と 認 め

られるとき。  

 

 

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

１２か月  

た だ し 、 当 該 排 除 措 置

期 間 内 に 改 善 さ れ な い

場 合 は 、 改 善 さ れ た と

認 め ら れ る 日 ま で （ 以

下 、 措 置 要 件 ６ の 期 間

まで同じ。）  

当 該 認 定 を し た 日 か ら

１２か月  

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

３か月  

 

 

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

６か月  

 

 

 

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

３か月  

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

３か月  

 

 

当 該 認 定 を し た 日 か ら

２週間  

 

 



 

 

様式１（第３条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

町長  殿  

部     課長         

 

 

疑義事実報告書  

 

 

阿 久 比 町 が 行 う 調 達 契 約 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 事 務 取 扱 要 領 第

３条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。  

記  

住 所 又 は 

所 在 地 
 

商 号 又 は 名 称  

役  職  名  
フ リ ガ ナ  

氏   名  
生年月日 性別 住     所  

     

     

     

     

     

排除措置対象

法人等に該当

すると疑うに

足る事実  

 

備    考   

担  当      課  

電  話        

内  線        

 



 

 

様式２（第４条関係）  

第      号  

年   月   日  

 （住所又は所在地）  

（商号又は名称）  

（代表者等職氏名）      様  

阿久比町長        

 

排除措置通知書  

 

 このたび貴社（殿）を、「阿久比町が行う事務及び事業からの暴力団

排 除 に 関 す る 合 意 書 」 及 び 「 阿 久 比 町 が 行 う 調 達 契 約 か ら の 暴 力 団 排

除 に 関 す る 事 務 取 扱 要 領 」 の 規 定 に 基 づ き 、 排 除 措 置 の 対 象 と し ま し

たので通知します。  

なお、排除措置内容等については下記のとおりです。  

 

記  

１  排除措置期間  

     年   月   日から   年   月   日まで  

（ただし、当該排除措置期間が経過した後であっても、下記２の排

除 措 置 理 由 の 事 実 が 改 善 さ れ た と 認 め ら れ る 日 ま で 当 該 排 除 措 置

を継続します。）  

 

２  排除措置理由  

 

３  排除措置内容  

(1) 競争入札等への参加  

本 町 で 実 施 す る 調 達 契 約 等 の 競 争 入 札 及 び 見 積 競 争 に 原 則 と し

て参加することができません。  

(2) 契約の締結及び解除  

貴 社 （ 殿 ） と の 調 達 契 約 等 は 原 則 と し て 締 結 し ま せ ん 。 ま た 、

現在締結中の貴社（殿）との調達契約等を解除することがありま

す。  

 

４  その他  

上記２の排除措置理由となった事実が改善された場合は、排除措置

解除申出書（様式４）により町長に対して、排除措置の解除を申し出

ることができます。  

 

注  「 阿 久 比 町 が 行 う 調 達 契 約 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 事 務 取 扱 要

領」別表第７号による措置を行う場合は、「１  排除措置期間」のう

ち （  ） 内 及 び 「 ３  排 除 措 置 内 容 」 の う ち (2)後 段 「 ま た ～ 。」 並

びに「４  その他」の文言は不要とする。  

様式３（第４条関係）  



 

 

第      号  

年   月   日  

各課等の長  殿  

 

町長          

 

排除措置通知書  

 

 「阿久比町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及

び「阿久比町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」

の規定に基づき、下記のとおり排除措置を講じましたので通知します。 

 

記  

１  排除措置業者  

（住所又は所在地）  

（商号又は名称）  

（代表者等職氏名）  

 

２  排除措置期間  

     年   月   日から   年   月   日まで  

（ただし、当該排除措置期間が経過した後であっても、下記３の排

除 措 置 理 由 の 事 実 が 改 善 さ れ た と 認 め ら れ る 日 ま で 当 該 排 除 措 置

を継続します。）  

 

３  排除措置理由  

 

 

４  排除措置内容  

(1) 競争入札等への参加  

本 町 で 実 施 す る 調 達 契 約 等 の 競 争 入 札 及 び 見 積 競 争 に 原 則 と し

て参加することができません。  

(2) 契約の締結及び解除  

貴 社 （ 殿 ） と の 調 達 契 約 等 は 原 則 と し て 締 結 し ま せ ん 。 ま た 、

現在締結中の貴社（殿）との調達契約等を解除することがありま

す。  

 

 

注  「 阿 久 比 町 が 行 う 調 達 契 約 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 事 務 取 扱 要

領」別表第７号による措置を行う場合は、「２  排除措置期間」のう

ち （  ） 内 及 び 「 ４  排 除 措 置 内 容 」 の う ち (2)後 段 「 ま た ～ 。」 の

文言は不要とする。  

 

 

様式４（第９条関係）  



 

 

第      号  

年   月   日  

 

阿久比町長  殿  

 

（住所又は所在地）         

（商号又は名称）          

（代表者等職氏名）       印  

 

 

排除措置解除申出書  

 

 私は、  年   月   日付け   第   号の排除措置通知書による

排 除 措 置 を 受 け ま し た が 、 排 除 措 置 理 由 と な っ た 事 実 に つ い て 、 別 添

のとおり改善しましたので、排除措置を解除してください。  

 

 

 

（連絡先                ）  

 



 

 

様式５（第９条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

（住所又は所在地）  

（商号又は名称）  

（代表者等職氏名）      様  

 

阿久比町長         

 

排除措置解除（継続）通知書  

 

    年   月   日 付 け 排 除 措 置 解 除 申 出 書 に よ り 申 出 の あ り ま

し た こ の こ と に つ い て は 、 排 除 措 置 理 由 と な っ た 事 実 の 改 善 が 確 認 さ

れましたので、   年   月   日をもって排除措置を解除します。  

 （又は、  年   月   日付け排除措置解除申出書により、申出の

あ り ま し た こ の こ と に つ い て は 、 排 除 措 置 理 由 と な っ た 事 実 の 改 善 が

確認できませんでしたので、排除措置を継続します。）  

 



 

 

様式６（第９条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

各課等の長  殿  

 

町長          

 

 

排除措置解除通知書  

 

    年   月   日 付 け   第   号 の 排 除 措 置 通 知 書 に よ り 排

除 措 置 を 受 け た 下 記 の 者 に つ い て は 、   年   月   日 を も っ て 排

除措置を解除します。  

 

記  

 

排除措置を解除する相手方  

（住所又は所在地）  

（商号又は名称）  

（代表者等職氏名）  

 


